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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持体と、研磨材と、これらを接合する粘着剤層と、を備える研磨用構造体であって、
　前記粘着剤層は、第一のモノマー５８～８５質量％、第二のモノマー２～７質量％及び
第三のモノマー１０～４０質量％を含むモノマーの重合体を含有し、
　前記第一のモノマーは、ガラス転移温度が０℃以下のホモポリマーを与える、炭素数８
～１８のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸エステルであり、
　前記第二のモノマーは、ガラス転移温度が５０℃以上のホモポリマーを与える、極性モ
ノマーであり、
　前記第三のモノマーは、ガラス転移温度が１０℃以上のホモポリマーを与える、炭素数
４～１８のアルキル基又は炭素数７～１８のアラルキル基を有する（メタ）アクリル酸エ
ステルである、研磨用構造体。
【請求項２】
　前記重合体のガラス転移温度が、－１５～１０℃である、請求項１に記載の研磨用構造
体。
【請求項３】
　前記研磨材が、基材と、該基材上に規則的に複数配置された砥粒及びその結合剤を含む
立体要素と、を有する、請求項１又は２に記載の研磨用構造体。
【請求項４】
　前記第三のモノマーが、脂環アルキル（メタ）アクリレートである、請求項１～３のい
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ずれか一項に記載の研磨用構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、研磨用構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子部品の微細化や光学機器の精密化に伴い、これらに使用される各種基板（シ
リコンウェハ、サファイアウェハ、ハードディスクに用いられるガラス基板等）の平坦化
の要求が高まっている。そして、これらの各種基板の平坦化は、通常、定盤（プラテン）
に研磨材が貼り付けられた研磨装置を用いて行われる。その際、しばしば、界面活性剤等
を含む研削液が研削工程を促進するために用いられている。
【０００３】
　定盤と研磨パッドとの貼り付けは、通常、両面粘着テープを用いて行われる。この両面
テープとして、例えば特許文献１には「基材の片面に再剥離性粘着剤層が積層され、基材
の他面に強粘着層を備える研磨材固定用両面粘着テープであって、強粘着層がスチレン－
イソプレン－スチレン共重合体樹脂系エラストマーをベースエラストマーとして含み、少
なくとも石油系樹脂とテルペンフェノール樹脂とを粘着付与樹脂として含む粘着剤によっ
て形成されていることを特徴とする研磨材固定用両面粘着テープ」が記載されており、特
許文献２には「基材の片面に熱活性のアクリル系接着剤層が設けられ、基材の他面に再剥
離性の粘着剤層が設けられていることを特徴とする研磨材固定用両面接着テープ」が記載
されている。特許文献３には、「基材に一体成形された複数の研磨複合体を含むガラス研
磨用研磨製品」が記載されている。特許文献４には、「裏材と、裏材の表面に接合した少
なくとも一つの３次元研磨コーティングとを含む研磨物品」が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－１１１００８号公報
【特許文献２】特開２００１－３５４９２６号公報
【特許文献３】特表２００２－５０３５５９号公報
【特許文献４】特表２００２－５４２０５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述の研磨方法において、研磨材は、磨耗により研磨面が減少し、研磨が困難となるま
で使用された後に交換されることが好ましい。使用後の研磨材は、研磨装置の定盤から取
り外されて交換される。
【０００６】
　研磨材の表面が完全に消耗する前に研磨材を交換する必要が生じることを、可能な限り
避けるため、（ａ）研削液が研磨材と研磨材固定用両面接着テープとの界面に浸透して接
着力が低下すること、（ｂ）研磨材固定用両面接着テープの接着剤層が被研磨体等に接触
し、研磨時の摺動運動による負荷を受けて剥れが生じること、等を防止することが望まれ
る。なお、上記剥れは、研磨材固定用両面接着テープの接着層が研磨液で膨潤することに
起因して生じるものと考えられる。
【０００７】
　本発明は、研削液に浸漬しても十分な接着力が維持され、且つ研削液による膨潤が十分
に抑制される粘着剤層を備え、長期間にわたり安定して使用可能な、研磨用構造体を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明は、一つの態様において、支持体と、研磨材と、これらを接合する粘着剤層と、
を備える研磨用構造体であって、上記粘着剤層は、第一のモノマー５８～８５質量％、第
二のモノマー２～７質量％及び第三のモノマー１０～４０質量％を含むモノマーの重合体
を含有し、上記第一のモノマーは、ガラス転移温度が０℃以下のホモポリマーを与える、
炭素数８～１８のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸エステルであり、上記第二のモ
ノマーは、ガラス転移温度が５０℃以上のホモポリマーを与える、極性モノマーであり、
上記第三のモノマーは、ガラス転移温度が１０℃以上のホモポリマーを与える、炭素数４
～１８のアルキル基又は炭素数７～１８のアラルキル基を有する（メタ）アクリル酸エス
テルである、研磨用構造体に関する。
【０００９】
　上記研磨用構造体における粘着剤層は、上記特定の重合体を含有するものであるため、
研削液に浸漬しても十分な接着力が維持され、且つ研削液による膨潤が十分に抑制される
。そのため、上記研磨用構造体によれば、接着力の低下に起因した研磨材と粘着剤層との
剥離や、粘着剤層の膨潤に起因した粘着剤層の剥れを防止することができ、長期間にわた
り安定して研磨作業を行うことができる。
【００１０】
　他の態様において、上記重合体のガラス転移温度は－１５～１０℃であり得る。このよ
うな重合体を含む粘着剤層によれば、研磨時にかかる圧力によって研磨用構造体の側面等
へ押出されることを十分に抑制することができる。また、上記研磨用構造体は、粘着剤層
上に複数の研磨材が接合されていてもよく、このとき研磨材間に隙間が生じる場合がある
。このとき、上記重合体を含む粘着剤層によれば、研磨材間の隙間への粘着剤の押出が十
分に抑制される。
【００１１】
　また、他の態様において、上記研磨材は、基材と、該基材上に規則的に複数配置された
砥粒及びその結合剤を含む立体要素と、を有するものであり得る。
【００１２】
　また、他の態様においては、上記粘着剤層の厚みは５０～５００μｍであり得る。
【００１３】
　さらに他の態様においては、上記研磨用構造体は、上記支持体の他方面上に設けられた
再剥離性粘着剤層をさらに備えていてもよい。このような研磨用構造体は、再剥離性粘着
剤層によって研磨装置の定盤に対する着脱を容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、研削液に浸漬しても十分な接着力が維持され、且つ研削液による膨潤
が十分に抑制される粘着剤層を備え、長期間にわたり安定して使用可能な、研磨用構造体
が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第一実施形態に係る研磨用構造体の（ａ）上面図、及び（ｂ）切断線Ｉ－Ｉに沿
った断面を示す模式断面図である。
【図２】第二実施形態に係る研磨用構造体の（ａ）上面図、及び（ｂ）切断線ＩＩ－ＩＩ
に沿った断面を示す模式断面図である。
【図３】第三実施形態に係る研磨用構造体の（ａ）上面図、及び（ｂ）切断線ＩＩＩ－Ｉ
ＩＩに沿った断面を示す模式断面図である。
【図４】第二実施形態に係る研磨用構造体を用いた研磨方法を示す模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態について詳細に説明するが、本発明の研磨
用構造体は、以下の実施形態に限定されるものではない。なお、以下の説明では、同一又
は相当要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
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【００１７】
　図１は、第一実施形態に係る研磨用構造体の（ａ）上面図、及び（ｂ）切断線Ｉ－Ｉに
沿った断面を示す模式断面図である。第一実施形態に係る研磨用構造体１００は、支持体
１０と、該支持体１０の一方面上に設けられた粘着剤層１２と、該粘着剤層１２によって
支持体１０と接合された研磨材１４と、支持体１０の他方面上に設けられた再剥離性粘着
剤層１６と、を備える。
【００１８】
　支持体１０としては、特に限定されないが、例えば、ポリエステル、ポリアミド、ポリ
ウレタン、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニ
ル、ポリカーボネート等からなるプラスチックフィルム；該プラスチックフィルムを積層
した積層フィルム；ポリエチレン、ポリウレタン、合成ゴム等を主原料とする発泡体；織
布；不織布；等が好適に使用される。
【００１９】
　支持体１０の厚さは、特に限定されないが、２５～５０００μｍとすることができ、５
０～２０００μｍとすることもできる。
【００２０】
　粘着剤層１２は、第一のモノマー（以下、場合により「（ａ）成分」という。）５８～
８５質量％、第二のモノマー（以下、場合により「（ｂ）成分」という。）２～７質量％
及び第三のモノマー（以下、場合により「（ｃ）成分」という。）１０～４０質量％を含
むモノマー（以下、場合により「モノマー成分」という。）の重合体を含有する。（ａ）
成分は、ガラス転移温度が０℃以下のホモポリマーを与える、炭素数８～１８のアルキル
基を有する（メタ）アクリル酸エステルであり、（ｂ）成分は、ガラス転移温度が５０℃
以上のホモポリマーを与える、極性モノマーであり、（ｃ）成分は、ガラス転移温度が１
０℃以上のホモポリマーを与える、炭素数４～１８のアルキル基又は炭素数７～１８のア
ラルキル基を有する（メタ）アクリル酸エステルである。以下、（ａ）～（ｃ）成分につ
いて詳述する。
【００２１】
　ここで、ホモポリマーの「ガラス転移温度」（Ｔｇともいう。）とは、加熱融解したポ
リマーをある条件のもと冷却していくと過冷却液体を経てガラス状態となるが、このガラ
ス状態に変化する際の温度を意味する。具体的には、ホモポリマーのガラス転移温度は、
ＪＩＳ　Ｋ７１２１に準拠して測定される値である。
【００２２】
　（ａ）成分は、炭素数８～１８のアルキル基を有する（メタ）アクリル酸エステルであ
って、ガラス転移温度が０℃以下となるホモポリマーを与えるモノマーである。
【００２３】
　（ａ）成分によって、粘着剤層１２に、十分な柔軟性と、支持体１０及び研磨材１４に
対する十分なぬれ性とが付与される。また、（ａ）成分により、粘着剤層１２に疎水性が
付与され、これにより粘着剤層１２の研削液による膨潤が十分に防止される。
【００２４】
　（ａ）成分としては、２－エチルヘキシル（メタ）アクリレート、イソオクチル（メタ
）アクリレート、イソノニル（メタ）アクリレート、イソデシル（メタ）アクリレート、
ラウリル（メタ）アクリレート、イソミリスチル（メタ）アクリレート、イソセチル（メ
タ）アクリレート、２－オクチルデシル（メタ）アクリレート、イソステアリルアクリレ
ート等が挙げられる。これらのうち、粘着剤層１２の粘着性が一層向上する観点から、２
－エチルヘキシルアクリレート、イソオクチルアクリレートが好ましい。
【００２５】
　上記モノマー成分中の（ａ）成分の含有量は、上記モノマー成分の総量基準で５８～８
５質量％であり、好ましくは６５～８０質量％である。（ａ）成分の含有量が５８質量％
未満であると、粘着剤層１２に疎水性が十分に付与されず、粘着剤層１２の研削液による
膨潤が十分に防止されない。また、（ａ）成分の含有量が８５質量％を超えると、粘着剤
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層１２の接着力が十分に得られない場合がある。
【００２６】
　（ｂ）成分は、ガラス転移温度が５０℃以上のホモポリマーを与える極性モノマーであ
る。（ｂ）成分によって、粘着剤層１２の凝集力が向上し、粘着剤層１２に支持体１０及
び研磨材１４に対する優れた接着性が付与される。
【００２７】
　なお、従来の粘着剤層では、凹凸のある被着体（例えば発泡ウレタン）に対してはアン
カー効果によって強い接着性が得られていても、平滑な面を有する被着体（例えばポリエ
ステルフィルム）に対して、被着体との界面に研削液、例えば、水等が進入して剥離して
しまう場合がある。これに対して、粘着層１２は、（ｂ）成分によって、平滑な面を有す
る被着体に対しても優れた接着性を発現する。そのため、粘着層１２は、研削液の存在下
でも支持体１０と研磨材１４とを長期間接合することができる。
【００２８】
　（ｂ）成分としては、例えば、カルボキシル基、スルホ基等の官能基を有するエチレン
性不飽和モノマー；ビニルエステル；ビニルアミド；Ｎ－ビニルラクタム；（メタ）アク
リルアミド；Ｎ－アルキル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジアルキル（メタ）アクリ
ルアミド等の置換アクリルアミド；が挙げられる。
【００２９】
　また、（ｂ）成分としては、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン酸、マレイン酸、ス
チレンスルホン酸、アクリロイルオキシエチルフタレート、アクリロイルオキシプロピル
フタレート、マレイミド、Ｎ，Ｎ－ジメチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジエチル
（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｔ－ブチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－イソプロピ
ル（メタ）アクリルアミド、Ｎ－ｔ－オクチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアミノエチル（メタ）アクリルアミド、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノプロピル（メタ）アク
リルアミド、ダイアセトンアクリルアミド、（メタ）アクリロニトリル、Ｎ－ビニルピロ
リドン；Ｎ－ビニルカプトラクタム等が挙げられる。これらのうち、粘着剤層１２の接着
力及び凝集力が特に優れることから、少なくとも一つの酸基を含有するモノマーが好まし
く、このうち（メタ）アクリル酸、（メタ）アクリロイルオキシエチルフタレートが特に
好ましい。
【００３０】
　上記モノマー成分中の（ｂ）成分の含有量は、上記モノマー成分の総量基準で２～７質
量％であり、好ましくは３～６質量％である。（ｂ）成分の含有量が２質量％未満である
と、粘着剤層１２の接着力、特に平滑な表面に対する接着力が十分に得られない場合があ
る。また、単に接着力を高めることのみを目的とする場合には、（ｂ）成分の含有量は多
くすることが好ましいが、本発明では上述したように研削液による膨潤を抑制することを
目的の一つとしている。（ｂ）成分の含有量を上記範囲内とすることで、優れた接着力と
研削液による膨潤の抑制とを両立することができる。
【００３１】
　（ｃ）成分は、炭素数４～１８のアルキル基又は炭素数７～１８のアラルキル基を有す
る（メタ）アクリル酸エステルであって、ガラス転移温度が１０℃以上となるホモポリマ
ーを与えるモノマーである。
【００３２】
　（ｃ）成分によれば、疎水性を維持しつつ、上記重合体のガラス転移温度をコントロー
ルすることができる。そのため、（ｃ）成分によって、粘着剤層１２の十分な疎水性と十
分な接着力とが両立される。
【００３３】
　（ｃ）成分としては、ｔ－ブチル（メタ）アクリレート、ｎ－ブチルメタクリレート、
イソブチルメタクリレート等の直鎖又は分岐アルキル（メタ）アクリレート；シクロヘキ
シル（メタ）アクリレート、４－ｔ－ブチルシクロヘキシル（メタ）アクリレート、イソ
ボルニル（メタ）アクリレート等の脂環アルキル（メタ）アクリレート；等が挙げられる
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。
【００３４】
　上記モノマー成分中の（ｃ）成分の含有量は、上記モノマー成分の総量基準で１０～４
０質量％であり、好ましくは２０～４０質量％である。（ｃ）成分の含有量が１０質量％
未満であると、上記重合体のガラス転移温度が十分に上がらず、十分な接着力が得られに
くくなる。また、４０質量％を超えると、上記重合体のガラス転移温度が高くなりすぎて
、接着が困難となる場合がある。
【００３５】
　上記モノマー成分は、（ａ）～（ｃ）成分以外のモノマーを含有してもよい。例えば、
上記モノマー成分は、架橋性モノマーを含有してもよい。
【００３６】
　架橋性モノマーは、（メタ）アクリロイル基等のラジカル重合可能な反応基を、複数有
するモノマーである。架橋性モノマーによれば、上記重合体に架橋構造が形成されるため
、粘着剤層１２の凝集性が一層向上する。
【００３７】
　架橋性モノマーとしては、１，２－エチレングリコールジ（メタ）アクリレート、１，
４－ブタンジオールジ（メタ）アクリレート、１，６－ヘキサンジオールジ（メタ）アク
リレート等の多官能（メタ）アクリレートモノマーが挙げられる。
【００３８】
　上記モノマー成分中の架橋性モノマーの含有量は、上記モノマー成分の総量基準で０．
０１～２質量％であることが好ましく、０．０２～１質量％であることがより好ましい。
【００３９】
　上記モノマー成分には、粘着剤層１２の特性を損なわない範囲で上記以外のモノマー（
（ａ）成分、（ｂ）成分、（ｃ）成分、架橋性モノマー以外のモノマー）を含有していて
もよい。上記以外のモノマーの含有量は、上記モノマー成分の総量基準で１５質量％以下
が好ましい。
【００４０】
　上記以外のモノマーとしては、例えば、ベンジルアクリレート、ペンタメチルピペリジ
ルメタクリレート、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレート、３－メタクリロキシプ
ロピルメチルジメトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリメトキシシラン、３－
メタクリロキシプロピルメチルジエトキシシラン、３－メタクリロキシプロピルトリエト
キシシラン、３－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン等のアクリル系モノマー；酢
酸ビニル、プロピオン酸ビニル、バーサチック酸ビニル、スチレン、ビニルピリジン、ビ
ニルイミダゾール等のビニルモノマー；が挙げられる。
【００４１】
　粘着剤層１２が含有する重合体は、上記モノマー成分を重合開始剤の存在下に重合する
ことで形成することができる。上記モノマー成分の重合方法は、特に制限はなく、通常の
ラジカル重合法、例えば、溶液重合、乳化重合、懸濁重合、塊状重合等に従い重合すれば
よい。
【００４２】
　上記モノマー成分の重合は、熱重合開始剤を用いた熱重合方式で行うことができる。こ
こで、熱重合開始剤としては、例えば、過酸化ベンゾイル、ｔ－ブチルパーベンゾエイト
、クメンヒドロパーオキシド、ジイソプロピルパーオキシジカーボネート、ジ－ｎ－プロ
ピルパーオキシジカーボネート、ジ（２－エトキシエチル）パーオキシジカーボネート、
ｔ－ブチルパーオキシネオデカノエート、ｔ－ブチルパーオキシビバレート、（３，５，
５－トリメチルヘキサノイル）パーオキシド、ジプロピオニルパーオキシド、ジアセチル
パーオキシド等の有機過酸化物；２，２’－アゾビスイソブチロニトリル、２，２’－ア
ゾビス（２－メチルブチロニトリル）、１，１’－アゾビス（シクロヘキサン１－カルボ
ニトリル）、２，２’－アゾビス（２，４－ジメチルバレロニトリル）、２，２’－アゾ
ビス（２，４－ジメチル－４－メトキシバレロニトリル）、ジメチル２，２’－アゾビス



(7) JP 5851124 B2 2016.2.3

10

20

30

40

50

（２－メチルプロピオネート）、４，４’－アゾビス（４－シアノバレリック酸）、２，
２’－アゾビス（２－ヒドロキシメチルプロピオニトリル）、２，２’－アゾビス［２－
（２－イミダゾリン－２－イル）プロパン］等のアゾ系化合物；が挙げられる。
【００４３】
　上記モノマー成分の重合はまた、光重合開始剤を用いた光重合方式で行うこともできる
。具体的には、上記モノマー成分に対して紫外線（ＵＶ）等の活性光線を照射することに
より、上記モノマー成分を重合させて、重合体を得ることができる。
【００４４】
　上記光重合開始剤としては、例えば、アセトフェノン、ジエトキシアセトフェノン、２
－［４－（メチルチオ）－メチル－１－フェニル］－２－モルホリノ　プロパノン、ベン
ゾイン、ベンゾインエチルエーテル、ベンジルメチルケタール、ベンゾフェノン、２－エ
チルアントラキノン、チオキサントン、ジエチルチオキサントン、２，４，６－トリメチ
ルベンゾイル　ジフェニルホスフィンオキサイド（例えば、「Ｌｕｃｉｒｉｎ（商標）　
ＴＰＯ」、ＢＡＳＦ社製）、２，４，６－トリメチルベンゾイル　ジエトキシホスフィン
オキサイド（例えば、「Ｌｕｃｉｒｉｎ（商標）　ＴＰＯ－Ｌ」、ＢＡＳＦ社製）、ビス
（２，４，６－トリメチルベンゾイル）フェニルホスフィン（例えば、「ＩＲＧＡＣＵＲ
Ｅ（商標）　８１９」、チバ・ジャパン製）２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル
プロパン－１－オン（例えば、「ＤＡＲＯＣＵＲＥ（商標）　１１７３」、チバ・ジャパ
ン製）、４－（２－ヒドロキシエトキシ）フェニル（２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケ
トン（例えば、「ＩＲＧＡＣＵＲＥ（商標）　２９５９」、チバ・ジャパン製）、４－（
２－アクリロイルオキシエトキシ）フェニル－（２－ヒドロキシ－２－プロピル）ケトン
、１－ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケトン（例えば、「ＩＲＧＡＣＵＲＥ（商標）
　１８４」、チバ・ジャパン製）、１－（４－イソプロピルフェニル）－２－ヒドロキシ
－２－メチルプロパン－１－オン、１－（４－ドデシルフェニル）－２－ヒドロキシ－２
－メチルプロパン－１－オン、２－メチル－２－モルホリノ（４－チオメチルフェニル）
プロパン－１－オン（例えば、「ＩＲＧＡＣＵＲＥ（商標）　９０７」、チバ・ジャパン
製）、２－ベンジル－２－ジメチルアミノ－１－（４－モルホリノフェニル）－ブタノン
（例えば、「ＩＲＧＡＣＵＲＥ（商標）　３６９」、チバ・ジャパン製）、Ｎ，Ｎ’－オ
クタメチレンビスアクリジン（例えば、「ＡＤＥＫＡ　Ｏｐｔｏｍｅｒ（商標）　Ｎ１７
１７」）、アクリロイルベンゾフェノン（例えば、「ダイセルＵＣＢ　Ｅｂｅｒｃｒｙｌ
（商標）　Ｐ３６」）等を挙げることができる。
【００４５】
　粘着剤層１２が含有する重合体は、架橋剤によって架橋されていてもよい。架橋剤とし
ては、例えば、重合体が有する基と架橋構造を形成できる化合物が好ましい。このような
化合物としては、多官能イソシアネート、エポキシ化合物、アジリジン化合物等が挙げら
れる。架橋剤は、重合体１００質量部に対して、０．０１～３質量部添加することが好ま
しく、０．１～２質量部添加することがより好ましい。
【００４６】
　粘着剤層１２は、上記重合体以外に、粘着付与剤、酸化防止剤、ＵＶ吸収剤、フィラー
、などの他の成分を含んでもよい。
【００４７】
　粘着剤層１２における重合体の含有量は、粘着剤層１２の総量基準で、７０～１００質
量％であることが好ましく、９０～１００質量％であることがより好ましい。
【００４８】
　粘着剤層１２の厚さは、平面性において問題とならない厚さであれば特に制限はなく、
例えば、０．０２５～１ｍｍとすることができる。粘着剤層１２の厚みが厚くなると、支
持体１０及び研磨材１４に対する接着力は高くなるが、基板の被研磨面を研磨する際に研
磨材層１２の変形量が多くなり、はみ出しの原因となる場合がある。一方、粘着剤層１２
の厚みが薄くなると、研磨材１４の粘着剤層１２と接する面に凹凸がある場合に、粘着剤
層１２と研磨材１４の間で十分な追従性と接着性が得られない場合がある。
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【００４９】
　研磨材１４は、粘着剤層１２により支持体１０と接合されており、粘着剤層１２と接す
る面と反対側の面（研磨面）で被研磨物を研磨する。
【００５０】
　研磨材１４は、被研磨物に応じて適宜選択することができる。例えば、研磨材１４は、
硬質性材料又は軟質性材料からなる公知の研磨材から構成されていてもよい。硬質性材料
からなる研磨材としては、硬質ウレタン発泡体シート（例えば、ニッタ・ハース社製ＭＨ
ＴＭＣ－１４Ａ（Ｗ）、ＳｕｐｒｅｍｅＴＭＲＮ－Ｈ）等が挙げられる。また、軟質性材
料からなる研磨材としては、例えば、ニッタ・ハース社製の研磨パッド（ＳＵＢＡＴＭ４
００、ＭＨＴＭＳ１５Ａ）、合成皮革スエード、ベロア等を挙げることができる。
【００５１】
　研磨材１４は、被研磨物を研磨可能な研磨層のみから構成されていてもよいし、基材と
基材上設けられた研磨面を構成する研磨層とを有していてもよい。
【００５２】
　基材は、一方面側に研磨層を保持し、他方面側で粘着剤層１２と接する。基材の材質は
特に限定されず、ポリマーフィルム、紙、、金属フィルム、バルカンファイバー、織布基
材、不織布基材、これらの組合せ、これらの処理品等が挙げられる。基材は、被研磨物へ
の追従性の観点からは、柔軟性を有する材料からなることが好ましい。
【００５３】
　研磨層は、例えば、砥粒及びその結合剤から構成することができる。
【００５４】
　結合剤は、砥粒を分散させるマトリックスであり、例えば、フェノール樹脂、アミノプ
ラスト樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂、アクリレート樹脂、アクリレート化イソシア
ヌレート樹脂、尿素－ホルムアルデヒド樹脂、イソシアヌレート樹脂、アクリレート化ウ
レタン樹脂、アクリレート化エポキシ樹脂、これらの混合物等を含有する。
【００５５】
　砥粒の寸法は、砥粒の種類や研磨用途に依存して変化する。例えば、その寸法は、最終
仕上げ研磨では、好ましくは０．０１～１μｍ、より好ましくは０．０１～０．５μｍ、
さらに好ましくは０．０１～０．１μｍであり、曲面形成のための粗研磨では、好ましく
は０．５～２０μｍ、より好ましくは０．５～１０μｍである。
【００５６】
　砥粒の例としては、ダイヤモンド、立方晶窒化ボロン、酸化セリウム、溶融酸化アルミ
ニウム、熱処理酸化アルミニウム、ゾルゲル酸化アルミニウム、シリコンカーバイド、酸
化クロム、シリカ、ジルコニア、アルミナジルコニア、酸化鉄、ガーネット、これらの混
合物が挙げられる。これらのうち、粗研磨には、ダイヤモンド、立方晶窒化ホウ素、酸化
アルミニウム、シリコンカーバイドが好ましく、仕上げ研磨にはシリカ、酸化アルミニウ
ムが好ましい。
【００５７】
　再剥離性粘着剤層１６は、支持体１０の粘着剤層１２が設けられた面と反対側の面に設
けられており、研磨用構造体１００を研磨装置の定盤等に貼り付けるための層である。
【００５８】
　研磨用構造体１００は、研磨により研磨材１４の磨耗が進行して研磨が困難となった場
合に、研磨装置の定盤から取り外され、新たな研磨用構造体と交換される。ここで、研磨
装置の定盤からの取り外しが可能となるように、研磨用構造体１００と研磨装置の定盤と
の接合は、再剥離性を有する再剥離性粘着剤層１６により行われる。そのため、再剥離性
粘着剤層１６は、研磨用構造体１００の交換時に、のり残りなく研磨装置の定盤から剥離
できるものであることが好ましい。
【００５９】
　再剥離性粘着剤層１６を構成する粘着剤としては、特に限定されず、天然ゴム系、合成
ゴム系、アクリル系等のいずれも使用可能である。例えば、（メタ）アクリル酸エステル
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と、（メタ）アクリル酸や２－ヒドロキシエチルメタクリレートのようなカルボキシル基
や水酸基を有するモノマーと、のコポリマーを主成分とし、これに粘着剤付与樹脂を混合
し、さらにイソシアネート系の架橋剤を含有させて粘着力を低く調整したものなどが使用
できる。
【００６０】
　再剥離性粘着剤層１６は、必ずしも研削液に接触せず、仮に研削液により膨潤しても被
研磨体に接触し難い。そのため、再剥離性粘着剤層１６には、必ずしも粘着剤層１２のよ
うな研削液による膨潤を抑制する効果は必要ではない。
【００６１】
　再剥離性粘着剤層１６の厚さは、特に限定されないが、１０～１００μｍとすることが
できる。また、他の態様においては、２０～５０μｍとすることもできる。
【００６２】
　第一実施形態に係る研磨用構造体１００においては、粘着剤層１２が、上記特定の重合
体を含有するものであるため、研削液に浸漬しても十分な接着力が維持され、且つ研削液
による膨潤が十分に抑制される。そのため、研磨用構造体１００によれば、接着力の低下
に起因した研磨材１４と粘着剤層１２との剥離や、粘着剤層１２の膨潤に起因した粘着剤
層１２の剥れを防止することができ、長期間にわたり安定して研磨作業を行うことができ
る。
【００６３】
　次に、研磨材が、基材と該基材上に規則的に複数配置された砥粒及びその結合剤を含む
立体要素とを有する、第二実施形態を説明する。
【００６４】
　図２は、第二実施形態に係る研磨用構造体の（ａ）上面図、及び（ｂ）切断線ＩＩ－Ｉ
Ｉに沿った断面を示す模式断面図である。第二実施形態に係る研磨用構造体１１０は、支
持体２０と、該支持体２０の一方面上に設けられた粘着剤層２２と、該粘着剤層２２によ
って支持体２０と接合された研磨材２４と、支持体１０の他方面上に設けられた再剥離性
粘着剤層２６と、を備える。
【００６５】
　研磨用構造体１１０における支持体２０、粘着剤層２２、再剥離性粘着剤層２６として
は、それぞれ上述の研磨用構造体１００における支持体１０、粘着剤層１２、再剥離性粘
着剤層１６と同じものが例示できる。
【００６６】
　研磨構造体１１０において、研磨材２４は、基材２４ｂと研磨層２４ａとを有し、研磨
層２４ａには、規則的に複数の立体要素２８が形成されている。ここで基板２４ｂ及び研
磨層２４ａとしては、上記基板及び研磨層と同じものが例示できる。立体要素２８の形状
等は特に限定されないが、以下、好適な例について述べる。
【００６７】
　隣接する立体要素２８は、平坦部領域２９により互いに分離していることが好ましい。
立体要素２８が分離していることで、立体要素１８間の溝を通じて、研削液が研磨構造体
１１０の全面にわたって自由に流れることができる。研削液が自由に流れることで、一層
良好な切削率が得られ、表面仕上げが一層改善される。
【００６８】
　立体要素２８の数は、１ｃｍ２当たり０．３個から約１００個までの範囲とすることが
できる。立体要素２８の好ましい形状の一つは、図２に示すように四角錐台である。立体
要素２８の高さ（平坦部領域２９のなす面から、立体要素２８の上面までの距離）は、例
えば、約１０～約１５０００μｍとすることができる。また、立体要素２８の四角錐台の
上面の面積は、１～４００ｍｍ２とすることができる。
【００６９】
　基材２４ｂは、接着剤層２２と接合し、研磨層を支持する機能を果たす。基材２４ｂと
しては、被研磨物への追従性をより向上させる観点からは、可撓性を有する基材が好まし
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い。また、研磨用構造体１１０の耐久性を向上させる観点からは、基材２４ｂは強固で耐
久性を有するものであることが好ましい。
【００７０】
　基材２４ｂの材質としては、例えば、ポリマーフィルム、紙、バルカナイズドファイバ
ー、不織基材、布基材等を選択することができる。基材２４ｂはポリマーフィルムである
ことが好ましい。ポリマーフィルムとしては、ポリエステルフィルム、ポリイミドフィル
ム、ポリアミドフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリカーボネートフィルム、ポリウ
レタンフィルム等が例示され、これらのうちポリエステルフィルムが好ましい。ポリエス
テルフィルムは、強度、平滑性、耐熱性、耐水性、耐油性ともに優れた性質を有する。ま
た、基材２４ｂは、研磨層２４ａとの接着性を一層向上させるために、エチレン－アクリ
ル酸共重合体の下塗りコーティング等の易接着処理が施されていてもよい。
【００７１】
　第二実施形態に係る研磨用構造体１１０においては、粘着剤層２２が、上記特定の重合
体を含有するものであるため、研削液に浸漬しても十分な接着力が維持され、且つ研削液
による膨潤が十分に抑制される。そのため、研磨用構造体１１０によれば、接着力の低下
に起因した研磨材２４と粘着剤層２２との剥離や、粘着剤層２２の膨潤に起因した粘着剤
層２２の剥れを防止することができ、長期間にわたり安定して研磨作業を行うことができ
る。
【００７２】
　図３は、第三実施形態に係る研磨用構造体の（ａ）上面図、及び（ｂ）切断線ＩＩＩ－
ＩＩＩに沿った断面を示す模式断面図である。第三実施形態に係る研磨用構造体１２０は
、支持体３０と、該支持体３０の一方面上に設けられた粘着剤層３２と、該粘着剤層３２
によって支持体３０と接合された研磨材３４と、支持体３０の他方面上に設けられた再剥
離性粘着剤層３６と、を備える。
【００７３】
　研磨用構造体１２０における支持体３０、粘着剤層３２、再剥離性粘着剤層３６として
は、それぞれ上述の研磨用構造体１００における支持体１０、粘着剤層１２、再剥離性粘
着剤層１６と同じものが例示できる。
【００７４】
　研磨用構造体１２０において、粘着剤層３２上には複数の研磨材３４が並設されている
。各研磨材３４は、それぞれ基材３４ｂと研磨層３４ａを有し、研磨層３４ａには、規則
的に複数の立体要素が形成されている。ここで基板３４ｂ及び研磨層３４ａとしては、上
記基板及び研磨層と同じものが例示できる。
【００７５】
　研磨用構造体１２０においては、研磨材３４が図３（ｂ）に示すように溝３８とともに
提供される。このような溝３８が存在すると、研磨時の圧力等によって、粘着剤層３２が
溝３８へ流動してしまうおそれがある。ここで、粘着剤層３２が含有する上記重合体のガ
ラス転移温度を、－１５～１０℃、より好ましくは－１０～１０℃、さらに好ましくは－
５～５℃とすることで、このような溝３８への粘着剤層３２の流動を十分に防止すること
ができる。
【００７６】
　第三実施形態に係る研磨用構造体１２０においては、粘着剤層３２が、上記特定の重合
体を含有するものであるため、研削液に浸漬しても十分な接着力が維持され、且つ研削液
による膨潤が十分に抑制される。よって、この粘着剤層３２の改良により、研磨用構造体
１２０において、接着力の低下に起因した研磨材３４と粘着剤層３２との剥離や、粘着剤
層３２の膨潤に起因した粘着剤層３２の剥れを防止することができ、長期間にわたり安定
して研磨作業を行うことができるようになる。
【００７７】
　また、第三実施形態に係る研磨用構造体１２０においては、粘接着剤層３２が含有する
上記重合体のガラス転移温度を特定の範囲とすることで、上記効果に加えて、研磨材３４
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の間に生じる溝３８に、粘着剤層３２が流動することを防止することができる。
【００７８】
　図４は、第二実施形態に係る研磨用構造体を用いた研磨方法を示す模式断面図である。
図４において、支持体２０、粘着剤層２２、研磨材２４及び再剥離性粘着剤層２６を備え
る研磨用構造体１１０は、再剥離性粘着剤層２６により、研磨装置の定盤４０に接合され
ている。
【００７９】
　被研磨物５０は、研磨用構造体１１０の研磨材２４の研磨面（研磨層２４ａ）と接する
ように配置され、当該研磨面（研磨層２４ａ）によって研磨される。
【００８０】
　研磨に際しては、被研磨物５０と研磨層２４ａとが接触する面に研削液を存在させるこ
とが好ましい。当該研削液により、研磨抵抗を低減することができ、研磨により生じる熱
を除熱・冷却することができ、且つ、研磨屑が被研磨物５０の研磨面に付着することを防
ぐことができる。
【００８１】
　研削液としては、従来公知のものを使用できる。研削液は、通常、水を主成分とする溶
液であり、該溶液には添加剤が添加されている。添加剤としては、界面活性剤、潤滑剤等
が挙げられ、具体的には、キレート化合物、アルキルスルホン酸塩、アルキルカルボン酸
塩、アルキルリン酸塩、アルキルアリールスルホン酸塩、アルキルアリールカルボン酸塩
、アルキルアリールリン酸塩、アルキルアルコール、ポリアルキレングリコール、ポリア
ルキレングリコールアルキルエーテル、ポリアルキレングリコールアルキルアリールエー
テル、ポリアルキレングリコールアルキルエステル、アルキルアミン、ポリアルキレンア
ミン、アルカノールアミン、テトラアルキルアンモニウム塩、テトラアルキルアンモニウ
ムベタイン等が挙げられる。
【００８２】
　界面活性剤としては、陰イオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、陽イオン性界面
活性剤のいずれであってもよく、親水性の高いものが好ましい。分子内に強親水性基を有
する陰イオン性界面活性剤及び陽イオン性界面活性剤は好ましく、ＨＬＢ８以上、特にＨ
ＬＢ１０以上（デイビスのＨＬＢ）のものが好ましい。ノニオン性界面活性剤においては
、親水性の強いＨＬＢ８～２０、特にＨＬＢ１０～２０（グリフィンのＨＬＢ）のものが
好ましい。ここで、ＨＬＢの値は、陰イオン性界面活性剤及び陽イオン性界面活性剤にお
いてはデイビス（Ｄａｖｉｓ）法に基づき、ノニオン性界面活性剤についてはグリフィン
（Ｇｒｉｆｆｉｎ）法に基づき得たものである。
【００８３】
　なお、ＨＬＢとは、良く知られた計算値で、界面活性剤の水と油への親和性の程度を表
す値である。グリフィンのＨＬＢ（Ｇｒｉｆｆｉｎ　ＨＬＢ）については、“Ｊｏｕｒｎ
ａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｓ　１
　（１９４９）：　３１１．　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙ　ｏｆ　
Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔｓ　５　（１９５４）：　２５９”を参照することが
できる。デイビスのＨＬＢ（Ｄａｖｉｅｓ　ＨＬＢ）については、“Ｇａｓ／Ｌｉｑｕｉ
ｄ　ａｎｄ　Ｌｉｑｕｉｄ／Ｌｉｑｕｉｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ．　Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎ
ｇｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｎｇｒｅｓｓ　ｏｆ　Ｓｕｒｆ
ａｃｅ　Ａｃｔｉｖｉｔｙ　（１９５７）：　４２６－４３８”を参照することができる
。
【００８４】
　なお、特に被研磨物５０が半導体ウエハや無アルカリガラスである場合には、研削液に
はアルカリ金属イオンやハロゲン化物イオンが含まれないことが望まれる。そのため、こ
の場合には、界面活性剤としては、ノニオン性界面活性剤やアルカノールアミン塩陰イオ
ン性界面活性剤等が好ましい。
【００８５】
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　研削液中の添加剤の含有量は、好ましくは０．００１～５０質量％であり、より好まし
くは０．５～３０質量％であり、さらに好ましくは１．０～１０質量％である。界面活性
剤の含有量が０．５質量％未満であるとその種類によっては付着防止効果が不十分となる
場合がある。また、場合により、２０質量％を越えると研削液が粘性になり研磨異常が発
生するおそれがある。
【００８６】
　研磨用構造体１１０は、粘着剤層２２が、上記特定の重合体を含有するものであるため
、研削液に浸漬しても十分な接着力が維持され、且つ研削液による膨潤が十分に抑制され
る。そのため、研磨用構造体１１０を用いた場合、研削液の存在下に研磨を行った場合で
も、接着力の低下に起因した研磨材２４と粘着剤層２２との剥離や、粘着剤層２２の膨潤
に起因した粘着剤層２２の剥れが十分に防止され、長期間にわたり安定して研磨作業を行
うことができる。
【００８７】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。例えば、図１～３において円筒状の研磨用構造体を例示したが、本発明
の研磨用構造体の形状はこれに限定されるものではない。例えば、研磨用構造体は円柱状
であってもよく、多角柱状であってもよい。
【実施例】
【００８８】
　以下、実施例により本発明をより具体的に説明するが、本発明は実施例に限定されるも
のではない。
【００８９】
　まず、粘着シートの貯蔵弾性率及びガラス転移温度Ｔｇ（動的粘弾性特性）の測定方法
、酸価の測定方法、接着力の測定方法、浸漬試験方法、研削液吸収率の測定方法を以下に
示す。
【００９０】
＜貯蔵弾性率及びガラス転移温度（Ｔｇ）（動的粘弾性特性）の測定＞
　サンプルの作成：下記製造例１～１１で作製した粘着シートから、剥離フィルムを除去
し、１６枚積層した約３ｍｍ厚のシートを７．９ｍｍφの抜き刃で打ち抜いて、円柱状の
サンプルを得た。
【００９１】
　測定：動的粘弾性特性は、Ｒｈｅｏｍｅｔｒｉｃ　Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ　社製　Ａｄ
ｖａｎｃｅｄ　Ｒｈｅｏｍｅｔｒｉｃ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＡＲＥＳ）
を用いた。サンプル固定用じ具は、７．９ｍｍφのパラレルプレートを用い、上記方法で
作成した円柱状のサンプルをプレートの間に配し、テンションを調整した。動的粘弾性特
性の測定は空気中で行い、せん断モード、周波数１．０Ｈｚおいて、－５０～２００℃で
昇温速度５℃／分で測定し、貯蔵弾性率Ｇ’（Ｐａ）及び損失弾性率Ｇ”の比であるｔａ
ｎδ（損失正接）がピークとなる温度をガラス転移温度とした。
【００９２】
＜接着力の測定＞
　下記実施例及び比較例で得られた研磨用構造体について、ぞれぞれ２５×１５０ｍｍに
カッターでカットし、引張試験機ＡＧ－ＩＳ（島津製作所製：京都府中央区）にて、５ｍ
ｍ／ｍｉｎの剥離速度でポリカーボネートフィルムと研磨パッドを引張り、最大強度を記
録し、粘着シートの剥離力とした。
【００９３】
＜浸漬試験＞
　下記実施例及び比較例で得られた研磨用構造体について、５０℃の研削液（Ｓａｂｒｅ
ｌｕｂｅＴＭ　９０１６　Ｃｈｅｍｅｔａｌ　Ｏａｋｉｔｅ社製の重量濃度１０％水溶液
）に７日間および１４日間浸漬し、純水でリンスし、３０分後に接着力を測定した。接着
力の測定は上記と同じ方法で行った。なお、十分な接着力を出すためには、少なくとも初
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【００９４】
＜研削液吸収率の測定＞
　下記製造例で得られた粘着シートを、２５×７０ｍｍにカッターでカットし、粘着シー
トの両面に存在する剥離フィルムのうち一方の剥離フィルムを剥がした後、重量を測定し
た。セイバールーブ（Ｓａｂｒｅｌｕｂｅ）（商標）９０１６　１０％水溶液に２３℃で
１０日間し浸漬した。純水でリンス、ついで圧空で水分を飛ばし、３０分後に重量を測定
した。膨潤により被研磨物等に接触しないようにするためには、浸漬後の増加率が好まし
くは１０％より好ましくは５％未満であることが望まれる。表２に示す結果から、研削液
吸収率は粘着剤のアクリル酸量や架橋性モノマー量により変化することがわかる。
【００９５】
（製造例１：粘着シートの作製）
　２－エチルヘキシルアクリレート（日本触媒株式会社製：東京都千代田区）７０質量部
、イソボルニルアクリレート（大阪有機化学工業株式会社製：大阪府大阪市）２５質量部
、アクリル酸（東亜合成株式会社：東京港区）５質量部、及び、光重合開始剤としてイル
ガキュア６５１（２，２－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、ＢＡＳＦジャパン
株式会社：東京都港区）０．０４質量部を、ガラス容器中でよく混合し、窒素ガスにて溶
存酸素を置換した後、低圧水銀ランプ（Ｓｙｌｙａｎｉａ　ＴＭＦ２０Ｔ１２Ｂ：ＯＳＲ
ＡＭＳＹＬＶＡＮＩＡ　Ｉｎｃ．米国マサチューセッツ州）で数分間紫外線を照射して部
分的に重合させ、粘度２５００ｃＰ程度の粘性液体を得た。得られた粘性液体に架橋剤と
してＨＤＤＡ（１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、ライトアクリレートＴＭ１．
６ＨＸ－Ａ：共栄社化学株式会社：大阪府大阪市）０．０６質量部、追加の重合開始剤（
イルガキュア６５１：ＢＡＳＦジャパン株式会社：東京都港区）０．１５質量部を加えて
、十分に攪拌した。この混合物を剥離処理した５０μｍ厚のポリエステルフィルム（セラ
ピールＭＩＢ（Ｔ）：東レフィルム加工株式会社：東京都港区）の上に２５０μｍ厚にな
るよう塗工し、さらに上記フィルムを被せ、両面から低圧水銀ランプで２０００ｍＪ／ｃ
ｍ２照射し、粘着シートを得た。
【００９６】
（製造例２～１１：粘着シートの作製）
　各モノマーの配合比（質量比）を表１に記載のとおり変更したこと以外は、製造例１と
同様にして粘着シートをそれぞれ得た。
【００９７】
　なお、表１中、「２ＥＨＡ」は２－エチルヘキシルアクリレート（ＡＥＨ：日本触媒株
式会社製：東京都港区）を示し、「ＩＯＡ」はイソオクチルアクリレート（３Ｍ社製：米
国ミネソタ州）を示し、「ＡＡ」はアクリル酸を示し、「ＣＨＡ」はシクロヘキシルアク
リレート（大阪有機化学工業株式会社製：大阪府大阪市）を示し、「ＩＢＸＡ」はイソボ
ルニルアクリレート（大阪有機化学工業株式会社製：大阪府大阪市）を示し、「ＢＺＡ」
はベンジルアクリレート（大阪有機化学工業株式会社製：大阪府大阪市）を示し、「ＢＡ
」はブチルアクリレート（三菱化学株式会社製：東京港区）を示し、「ＨＤＤＡ」は１，
６－ヘキサンジオールジアクリレート（ライトアクリレートＴＭ１．６ＨＸ－Ａ：共栄社
化学株式会社：大阪府大阪市）を示し、「ＩＲＧ６５１」はイルガキュア６５１（２，２
－ジメトキシ－２－フェニルアセトフェノン、ＢＡＳＦジャパン株式会社：東京都港区）
を示す。
【００９８】
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【表１】

【００９９】
（実施例１）
　製造例１で得られた粘着シートを１２００×１２０ｍｍにカッターでカットし、粘着シ
ートの両面に存在する剥離フィルムのうち一方の剥離フィルムを剥がした後、寸法１２０
０ｍｍ×１２００ｍｍ×０．７５ｍｍのポリカーボネートフィルム（ＧＥ社製：米国コネ
チカット州）に貼り付けた。次いで、透明粘着シートにおける残りの剥離フィルムを剥が
し、これをロールから１２００ｍｍに切断された研磨パッド（住友スリーエム製トライザ
クトタイル　ＤＴ４Ｍ　ＡＡ１ＨＤ：２５０ｍｍ幅×５０ｍｍ巻：住友スリーエム株式会
社；東京都世田谷区）にゴムローラーを用いて貼りつけた。その後、ラミネーター（ＡＲ
ＣＴＩＣＥＡＧＬＥ１６００：日本ジー・ビー・シー株式会社；東京都中野区）にて、８
０℃、０．５ＭＰａにてラミネート処理を行って、研磨用構造体を得た。
【０１００】
（実施例２～７）
　製造例１で得られた粘着シートにかえて、製造例２～７で得られた粘着シートをそれぞ
れ用いたこと以外は、実施例１と同様にして、研磨用構造体を得た。
【０１０１】
（比較例１～４）
　製造例１で得られた粘着シートにかえて、製造例８～１１で得られた粘着シートをそれ
ぞれ用いたこと以外は、実施例１と同様にして、研磨用構造体を得た。
【０１０２】
　実施例１～７、比較例１～４について、それぞれ上記の方法で、粘着シートの貯蔵弾性
率及びガラス転移温度Ｔｇ（動的粘弾性特性）の測定、酸価の測定、接着力の測定、浸漬
試験、研削液吸収率の測定、を行った。評価結果は、表２に示すとおりであった。
【０１０３】
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【表２】

【符号の説明】
【０１０４】
　１０，２０，３０…支持体、１２，２２，３２…粘着剤層、１４，２４，３４…研磨材
、１６，２６，３６…再剥離性粘着剤層、２８…立体要素、２９…平坦部領域、４０…定
盤、５０…被研磨物、１００，１１０，１２０…研磨用構造体。

【図１】 【図２】
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